
高速シートシャッターの購入費用が
税制優遇の対象になります

中小事業者の投資を支援する「中小企業経営強化税制」によって、建物に附属して設置され
 るシートシャッターなどが税制優遇の対象となりました。
 青色申告する中小事業者は、購入費用の即時償却または最大10％の税額控除が可能です。
 当社では、シートシャッター製品を購入したお客様からの求めに応じて、優遇措置の適用に
 必要な証明書の発行依頼を受け付けます。

期 間 平成31年3月31日まで（設備取得の上利用を開始していること）

証明団体 日本テントシート工業組合連合会（テント工連）

要 件 ①購入した事業者が経営力強化向上計画の認定を受けること

②生産性が旧モデル比年1％以上改善する設備を導入

・購入価格1台60万円以上（取得価格には設置費など付随費用を含む）

・当該設備が販売開始から14年以内のものである

・国内への投資である

・中古資産や貸付資産ではない

優遇措置 購入費用の即時償却または7%税額控除（資本金3千万円以下は10％）

対象商品
（生産性向上設備 A類型に該当）

対  象  者 中小事業者（資本金1億円以下の法人・個人事業主）

税制優遇を利用するには、

 「工業会の証明書」 と 「経営力向上計画の認定」 が必要です
申請から取得まで2週間（標準）

申請から認可まで約30日間（〃）

経営力向上計画の提出時に工業会発行
の証明書が必要です。
原則として、経営力強化向上計画の認
定後に設備を取得することになります。

中小企業経営強化税制

※設備取得後の申請も可能ですが、その場
合取得後60日以内に計画が受理される必要
があります

〒141-0031  東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田

   03-5719-6700
   https://www.uniflow.co.jp/

問い合わせ

① 工業会証明書の取得

② 経営力向上計画申請

③ 設備の取得

④ 事業への供用開始

⑤  税務申告(年度末以降)
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※ 税制の適用についてはご担当の税理士などにご相談ください。制度の詳細は →中小企業庁Webサイト  http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/

シートシャッター、シート間仕切り、オーニングなど

⇒令和9(2027)年3月31日まで延長になりました。



証明書発行の流れ

※証明書発行依頼から交付（①～⑥）までは、およそ2～3週間程度必要です。
※証明書の発行は確約されていません。また証明書交付＝税制優遇適用ではありませんのでご了承ください。

当社を通じて、日本テントシート工業組合連合会（テント工連）から発行されます。
※発行には費用がかかります。費用は依頼者のご負担とさせていただきます

当社対象製品

屋外面への設置や耐風性が必要な場合
にはこちら。風や圧力差がある開口部
でも確実に開閉します。

「スムーザー」 「ジェッター」

屋内ならぜひジェッターを。パイプレ
スならではの高速開閉と高気密でより
省エネ。万一のシート外れも自動復帰
機能でメンテナンスを低減します。

スムーザー
（パイプ型）

ジェッター
（パイプレス）

作業環境を快適に改善し、省エネに貢献します

旧モデルとの比較 シートシャッターの旧モデルから、最新モデルに買い替えた場合

*開速度は仕様上の最高値です。実際に全開までに要する時間は設定によって異なります。
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